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第２ 土地利用の調整等 

 １ 土地利用の原則 

  (1) 都市地域 

  (2) 農業地域 

  (3) 森林地域 

  (4)  自然公園地域 

  (5) 自然保全地域 

 ２ 地域設定の重複する地域における土地利用の調整指導方針 

  (1) 都市地域と農業地域とが重複する地域 

  (2) 都市地域と森林地域とが重複する地域 

  (3) 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

  (4) 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

  (5) 農業地域と森林地域とが重複する地域 

  (6) 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

  (7) 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

  (8) 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

  (9) 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

 

 

 

目次 

 

まえがき 

 

第１ 土地利用の基本方針 

 １ 土地利用の基本方針 

  (1) 基本理念 

  (2) 土地利用をめぐる現状と課題 

  (3) 基本方針 

 

 ２ 地域別の土地利用の基本方向 

  (1)  丹後地域 

  (2)  中丹地域 

  (3)  南丹(京都丹波)地域 

(4) 京都市域 

(5) 山城地域 

 

第２ 土地利用の調整等 

 １ 土地利用の原則 

  (1) 都市地域 

  (2) 農業地域 

  (3) 森林地域 

  (4)  自然公園地域 

  (5) 自然保全地域 

 ２ 地域設定の重複する地域における土地利用の調整指導方針 

  (1) 都市地域と農業地域とが重複する地域 

  (2) 都市地域と森林地域とが重複する地域 

  (3) 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

  (4) 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

  (5) 農業地域と森林地域とが重複する地域 

  (6) 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

  (7) 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

  (8) 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

  (9) 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

 

 

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 



京都府土地利用基本計画書(最終案)(平成 21年 8月改定版との対照表) 
    ※下線網掛は変更箇所 
 

3 

 

 

まえがき 

 

 この土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、国土利用計画法（昭和 49年法律第 92号）（以下

「法」という。）第９条の規定に基づいて、京都府の区域について定めるものである。 

 この基本計画は、法第９条第２項に掲げる５地域の範囲を図面表示した計画図並びに土地利用の基本方向及

び土地利用の調整等に関する事項を記載した計画書から構成され、国土利用計画法に基づく土地取引の規制、

土地利用の規制、遊休土地に関する措置等を実施するための基本となる計画である。 

 すなわち、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等（以下

「個別規制法」という。）に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、

土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果

たすものである。 

  なお、個別規制法による地域・区域を変更(新規指定及び廃止を含む。)しようとする場合は、原則としてあ

らかじめ基本計画を変更し、個別規制法による地域・区域と、当該地域・区域に対応する基本計画の地域区分

がかい離しないよう運用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まえがき 

 

 この土地利用基本計画（以下「基本計画」という。）は、国土利用計画法（昭和 49年法律第 92号。以下「法」

という。）第９条の規定により、京都府の区域について定めるものである。 

 この基本計画は、法第９条第２項に掲げる５地域の範囲を図面表示した計画図並びに土地利用の基本方針及

び土地利用の調整等に関する事項を記載した計画書から構成され、法に基づく土地取引の規制、土地利用の規

制、遊休土地に関する措置等を実施するための基本となる計画である。 

 すなわち、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58

号）、森林法（昭和 26年法律第 249号）、自然公園法（昭和 32年法律第 161号）、自然環境保全法（昭和 47年

法律第 85号）等（以下「個別規制法」という。）に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整

機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制

の基準としての役割を果たすものである。 

  なお、個別規制法による地域・区域を変更(新規指定及び廃止を含む。)しようとする場合は、原則としてあ

らかじめ基本計画を変更し、個別規制法による地域・区域と、当該地域・区域に対応する基本計画の地域区分

がかい離しないよう運用するものとする。 
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第１ 土地利用の基本方向 

 １ 土地利用の基本方向 

 

(1) 基本理念 

国土の利用は、国土が現在及び将来における府民のための限られた資源であるとともに、生活や生産

の共通の基盤であることを考慮し、公共の福祉を優先させ、自然環境及び歴史的環境の保全を図りつつ、

地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均

衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。 

 

(2) 土地利用をめぐる現状と課題 

今後の土地の利用を計画するに当たっては、土地利用をめぐる次のような基本的条件の変化を考慮す

る必要がある。 

 

ア 土地需要の低下、低未利用地の増加 

本府においては、平成 16年をピークに人口が減少に転じ、また、平成 17年 には、65才以上の人口

に占める割合が 20％を超えるなど、人口減少社会の到来と急速な高齢化が進行している。一方、総世帯

数については、引き続き増加するとともに、関西文化学術研究都市など都市部の一部においては、人口

増加に伴う土地需要が当面見込まれるものの全体としては、市街化圧力がさらに弱まり、市街地の人口

密度の低下が見通される。 

したがって、地区によっては、土地の収益性や利便性などに対応した新たな集積なども見込まれるも

のの、全体としては地目間の土地利用転換は鈍化している。 

また、府内の農山村においては、過疎化の進行と相まって維持・存続が危ぶまれる集落の増加が懸念

される。更に、都市内においては、中心市街地の空洞化、虫食い状に増加する低未利用地などにより土

地利用の低下などが懸念される。 

          

 

 

 

イ 災害の増加、管理水準の低下 

近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向、大規模地震・津波の発生の懸念に加え、府内の農山村にお

いては、適切に管理されずに放置された森林や耕作放棄地の増大など土地資源の管理水準の低下が懸念

される。こうした中で国土の保全や安全性に対する要請が高まっている。 

 

 

 

 

 

第１ 土地利用の基本方針 

 １ 土地利用の基本方針 

 

(1) 基本理念 

土地の利用は、国土が現在及び将来における府民のための限られた資源であるとともに、生活や生

産の共通の基盤であることを考慮し、公共の福祉を優先させ、自然環境及び歴史的環境の保全を図り

つつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と

国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。 

 

 (2) 土地利用をめぐる現状と課題 

今後の土地の利用を計画するに当たっては、土地利用をめぐる次のような基本的条件の変化を考慮す

る必要がある。 

 

ア 急激な人口減少と超高齢化の進展 

府内総人口は平成 17年(2005年)から自然減となっており、既に人口減少局面を迎えている。人口の

高齢化も進展しており、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）は既に減少を続ける一方、

老年人口（65歳以上）が増加の一途をたどっている。また、府内総人口約 261万人(平成 27年(2015年)10

月 1日現在、国勢調査結果)のうち半数以上の約 148万人(同上)は京都市が占める一方、2番目の規模の

宇治市が約 18万人(同上)で、その他の市町村は 9万人(同上)に満たない。今後、土地需要が増加する

地域も想定されるものの、全体として土地需要は減少し、これに伴って土地の利用は様々な形で縮小し

ていくことが想定される。その結果、国土管理水準の低下や非効率な土地利用の増大等が懸念されてお

り、特に、相続未登記等による所有者不明土地の増加は、公共事業の支障となるほか住環境悪化の要因

となるなど様々な問題がある。 

こうしたことから、土地の適切な利用と管理を通じて国土を荒廃させない取組みや生活や生産水準の

維持・向上に結びつく土地の有効利用・高度利用を一層推進していくことが必要である。 

また、人口減少、高齢化などの社会状況の変化に対応し、地域の状況に応じた都市構造の再編など、

地域主体のまちづくりを進めていく必要がある。 

 

イ 大規模災害の頻発 

平成 23年(2011年)の東日本大震災や平成 28年(2016年)熊本地震をはじめ、府域においても、平成

16年(2004年)台風第 23号、3年連続の大規模災害（平成 24年(2012年)京都府南部豪雨、平成 25年(2013

年)台風第 18号、平成 26年(2014年)8月豪雨）等の近年の気候変動等に伴うこれまで経験したことの

ない災害が発生するようになってきたことから、居住地や公共施設の立地など土地利用面における安

心・安全に対する府民の意識が高まりを見せており、防災・減災対策の強化とともに、災害リスクの高

い地域の土地利用の適切な制限など、安全性を優先的に考慮する土地利用を一層進めることが急務とな

っている。 
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ウ 地球温暖化の進行、自然環境の悪化 

地球温暖化の進行、地球規模での生態系の危機等、自然の物質循環への負荷の増大に伴って生じる諸

問題などに適切に対処することが重要になっている。 

更に、美しい農山漁村や都市の景観の毀損、生活環境や自然環境の悪化などが懸念される一方、自然

とのふれあい等に対する志向が高まっている中で、人の営みと自然の営みの調和を図ることが求められ

ている。   

 

 

 

エ  京都の有する歴史的・文化的環境に対する意識の高まり 

京都府は、古来、政治・文化の中心地であったため史跡・名勝や神社・仏閣など多くの文化遺産が存

在し、いわば日本文化の一大宝庫となっているが、物質的豊かさより心の豊かさを重視する方向へ変化

する中で、歴史的・文化的環境に対する意識も高まっている。 

また、高い価値を有する原生的な自然の地域や野生生物の重要な生息・生育地、優れた自然の風景地

など、豊かな自然環境に恵まれているが、開発や外来種などの持ち込みなどにより美しい景観や生物多

様性が失われることが懸念される。 

 

 

 

 

 

 

オ 地域間の交流・連携の進展、多様な主体の協働による土地管理への期待 

国民の価値観やライフスタイルの多様化などの中で、都市部の居住者の農山村への居住など住まい方

の多様化の動きがみられる。 

また、交通網の発達などによって人々の行動範囲が拡大する中で、都市近郊での大規模集客施設の立

地による既存の中心市街地の衰退など、一地域の土地利用が市町村域を越えて、広い範囲の土地利用に

影響を与えている状況がみられる。更に、地域間の交流・連携が進む中で、地域の土地利用に対して地

域外からも含めて様々な人や団体が関与する状況もみられる。 

すなわち、地域の様々な土地利用をそれぞれ別個のものとしてとらえるのではなく、総合的にとらえ

ていくことの重要性が高まっている。 

また、身近な空間の土地利用に自らもかかわりたいという人々の意識の高まりや、土地利用諸制度に

かかる地方分権の進展などの中で、住民、ＮＰＯ、企業や行政が協働しながら地域の魅力や価値を向上

し、持続可能な地域社会を構築し、地域力の再生を図る必要がある。 

これらの状況に適切に対応するため、地域毎の柔軟な対応の下、次世代へ向けて土地利用について総

合的なマネジメントを能動的に行なっていくことが期待される。 

 

ウ 自然環境保全意識の高まり 

自然環境の保全に向けた国定公園の指定(丹後天橋立大江山国定公園(平成 19年(2007年))、京都丹波

高原国定公園(平成 28年(2016年)))や、京都で開催されたＣＯＰ3(第 3回気候変動枠組条約締約国会議

(平成 9年(1997年)))を契機とした地球温暖化対策の推進等により、環境に対する意識が高まる中、今

後、人口減少により開発圧力が低下する機会を捉え、自然環境の保全・再生を図ることが重視されるよ

うになってきていることから、温暖化防止に寄与する豊かな自然環境を未来に引き継ぐとともに生物多

様性の確保を進め、持続可能で豊かな暮らしを実現する土地利用を推進していくことが大きな課題であ

る。 

 

エ 交流基盤整備の進展 

交流基盤については、平成22年(2010年)に京都舞鶴港の国際埠頭が供用開始され、平成25年(2013年)

に京都第二外環状道路(にそと)の開通によって名神高速道路と京都縦貫自動車道がつながった。さら

に、平成26年(2014年)に舞鶴若狭自動車道、平成27年(2015年)に京都縦貫自動車道が全線開通し、平成

28年(2016年)10月には山陰近畿自動車道が京丹後市まで延伸したことに加え、平成29年(2017年)4月に

新名神高速道路が一部開通したことにより、京丹後市から木津川市までが高速道路でつながったところ

であり、今後も新名神高速道路の全線開通が予定されている。 

また、平成27年(2015年)に京都丹後鉄道が上下分離方式による事業の再編により新たに誕生し、さら

にＪＲ奈良線の高速化・複線化第二期事業の推進や、北陸新幹線のルート決定など、交流基盤の整備が

着実に進められる予定であることから、こうした交流基盤を活かして、観光誘客や週末居住、二地域居

住等による｢交流人口｣の増加に取り組むことによって、持続可能で魅力と活力のある地域を創り上げる

取組みを進めていくことが重要である。 

 

オ 文化首都づくりへの新たな動き 

京都府は、古来、政治・文化の中心地であったため、史跡・名勝や神社・仏閣をはじめ多くの文化遺

産が存在し、それらの遺産と周辺環境が一体となった歴史的環境の保全を図ってきた。 

また、文化財保護だけでなく、文化財を活用したイベント(「京の七夕」、「京都・花灯路」等)を開催

する中で、京都の文化を国内外に広く発信してきており、さらに、文化庁の京都への「全面的な移転」

について、遅くとも平成 33年度中の本格移転を目指す方針が決定されるなど、文化首都づくり（文化

創生）に向けた新たな動きがみられる。 

府内各地には豊かな自然環境や悠久の歴史と伝統文化が存在しており、それぞれの地域が持つこうし

た資源や資産にさらに磨きをかけ、京都の未来を拓く人をつくり、地域経済を活性化させて仕事をつく

り、京都への人の流れをつくり、新しい交流の中で持続可能で魅力と活力のある地域を創り上げる「京

都流 地域創生」の取組みを進めていくことが重要である。 
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 (3) 基本方向 

以上を踏まえた土地利用の基本方向は、次のとおりである。 

 

ア 土地の有効利用、土地需要の調整 

限られた土地資源を前提として、必要に応じて再利用を行うなど、土地の高度利用や低未利用地の有

効利用を図る。 

また、土地需要の調整や良好な市街地の形成と再生を行う。 

なお、土地利用の転換に当たっては、時代の変化に対応しつつも、それが可逆的には行い難いこと、

森林や農地等が生産活動をはじめ地域に住む人々の営みに守られ、木材や食料の供給のみならず、国土

の保全や水源のかん養など多面的な機能を有していること、生態系をはじめとする自然の様々な循環系

に影響を与えること等を考慮して、慎重な配慮の下で適切かつ計画的に行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 安全・安心の土地利用 

地域ごとの特性を踏まえた適正な土地利用を基本としつつ、治山、治水、地震対策、公害の防止など

に十分配慮した安全で安心できる土地利用を図る。 

また、集落機能の維持が困難となっている地域が果たしてきた国土保全機能の維持を図るため、農林

業等が継続できる条件整備を図る。 

特に、農地、森林については、耕作放棄地の有効利用や緑の公共事業による森林の整備などにより積

極的な保全、整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 基本方針 

以上を踏まえた土地利用の基本方針は、次のとおりである。 

 

ア 安心・安全を実現する土地利用 

地震、津波及び近年頻発している豪雨等による土砂災害・風水害等の大規模自然災害並びにこれらに

起因する二次災害に備えた防災・減災対策の推進のため、｢災害からの安全な京都づくり条例(平成 28

年京都府条例第 41号)｣に基づき、水害・地震・土砂災害などの災害危険情報を予め公表する「京都府

マルチハザード情報提供システム」による周知等により、府民と情報共有を図り、被害の最小化を図る。 

併せて、「京都府森林の適正管理に関する条例(平成 26年京都府条例第 33号)」に 基づき、所有者等

による適正な森林管理により、森林の荒廃に起因する災害の防止に努める。 

また、災害リスクの高い地域については、土地利用を適切に制限する。その際、規制の対象となる建

築物の用途や構造が災害の特性や地域の状況等に即したものとなるよう配意する。同時に、中長期的な

視点から、高齢者施設等の要配慮者利用施設や災害時に重要な役割が期待される公共施設等について災

害リスクの低い地域への立地を進める。 

さらに、社会経済上、重要な役割を果たす諸機能の適正な配置やバックアップを推進するとともに、

交通、エネルギーやライフライン等の多重性・代替性を確保するなど、安心・安全を実現する土地利用

を進める。 

 

イ 自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する土地利用 

将来にわたり保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核として、気候変動による影

響も考慮しつつ自然環境の保全・再生を進め、森・里・川・海の連環による生態系ネットワークの形成

を図り、地域づくりに資する形で土地利用を図る。その際には、国土を形づくり、府民生活の基盤とな

る生物多様性及び生態系の保全と持続可能な土地利用を基本とする。 

自然環境の活用については、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるため、社会資本整

備や土地利用において、自然環境の有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、

気温上昇の抑制等）を活用したグリーンインフラ等の取組みを推進する。 

また、地域における地域産木材等の有効活用やバイオマス等の再生可能な資源・エネルギーの確保と

循環的な利活用に努め、里地里山等の良好な管理と資源の利活用に係る知恵や技術を継承する。 

さらに、自然公園等の自然資源や、農山漁村地域における緑豊かな環境、人と地域の自然との関わり

の中ではぐくまれた伝統や文化等を活かした観光誘客や、産品等の製造・販売による雇用の創出及び経

済循環を通じて、都市地域、農山漁村地域及び自然維持地域など、様々な地域間相互の交流を促進する

とともに、農山漁村地域への移住や、二地域居住など都市地域から農山漁村地域への人の流れの拡大を

図る。 

そのほか、美しい農山漁村地域の集落やまちなみ、魅力ある都市空間や親水空間の創出など、地域の

個性ある美しい景観の保全・再生・創出に努めるとともに、魅力ある地域づくりに取り組む。地域開発

を行う必要がある場合には、自然環境の保全との両立を図るよう努める。併せて、地球温暖化への対応
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ウ 土地利用のより一層の質的向上 

京都議定書に基づく温室効果ガスの排出削減などが急がれる状況などを踏まえた環境負荷の小さい

土地利用、循環と共生を重視した土地利用、里地里山の保全・再生など美しくゆとりある土地利用とい

った観点から土地利用のより一層の質的向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や水環境の改善等の観点から、健全な水循環を維持又は回復するための取組みを進める。 

また、国土には希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育していることを踏まえ、外来種対策、イ

ノシシ・シカ・サル・クマ等の野生鳥獣被害対策や病害虫被害対策の推進など、生物多様性の確保と人

間活動の調和を図ることや、生物多様性に関する取組みを社会に浸透させることなどにより、自然環境

を保全・再生・活用する土地利用を進める。 

 

ウ 土地の有効な利活用 

人口減少下において増加している都市的土地利用をしている地域では、教育、医療、福祉、商業等の

都市機能を維持するとともに、低・未利用地や空き家の有効活用、無電柱化や道路緑化等による歴史的

まちなみの保存・再生・活用など、地域の状況等も踏まえた取組みにより、市街地の活性化と土地利用

の効率化を図る。 

一方、低密度化した地域では、公共サービスのあり方や、公園、農地、森林等の整備及び自然環境の

再生等の新たな土地利用等を勘案し、地域の状況に応じた対応を進める。 

また、ひとつの地域だけでは十分な機能を備えることが難しい場合には、地域の状況を踏まえ、地域

間連携等を図ることによって必要な機能を享受する取組みを進める。 

なお、平成 27年(2015年)4月、京都府北部地域の 5市 2町（福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・

京丹後市・伊根町・与謝野町）は、「京都府北部地域連携都市圏形成推進宣言」を行い、中心となる都

市を設けるのではなく、それぞれの市町が相互に役割を担い連携することによって、北部地域を一つの

経済・生活圏とする新たな連携都市圏の形成を進め、圏域として教育、医療、福祉、商業等の都市機能・

生活水準の向上を図っていくこととしている。南部地域においても、平成 29年(2017年)4月相楽東部

地域 2町 1村（笠置町・和束町・南山城村）における「相楽東部未来づくりセンター」が開設され、地

域間連携を進めていくこととしている。 

また、京都市など都市間競争に直面する大都市圏等においては、都市地域の生産性を高める土地の有

効利用・高度利用を進める。 

交通網整備等により利便性の向上が期待される地域では、物流施設等の立地などが見込まれるところ

であるが、こうした地域においては、無秩序な開発等を抑制しつつ、周辺住環境との調和にも配慮しな

がら、計画的かつ有効な土地利用を誘導する。 

農林業的土地利用をしている地域では、食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保し、国土保全等の

多面的機能を持続的に発揮させるために良好な管理を行うとともに、農業の担い手への農地集積・集約

を進めることなどを通じて、荒廃農地の発生防止及び解消と効率的な利用を図る。 

また、国土の保全、水源の涵(かん)養等に重要な役割を果たす森林の整備及び保全を進める。 

水循環については、都市的土地利用と農林業的土地利用、自然的土地利用を通じた、都市地域におけ

る雨水の貯留・涵(かん)養の推進や農地の適切な管理、「豊かな森を育てる府民税」を活用した森林の

多面的機能の維持・増進などにより、流域を総合的かつ一体的に管理し、健全な水循環の維持又は回復

を図る。 

大規模太陽光発電施設等の再生可能エネルギー関連施設や産業廃棄物処理施設等の設置・更新・撤去

等に際しては、周辺の土地利用状況や自然環境、生活環境、景観、防災等に特に配慮する。 
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エ  京都の歴史・文化を踏まえた保全、整備 

京都が長い歴史と文化によって育んできた自然環境及び歴史的環境・風土の保全、美しい景観や世界

に誇る文化的遺産を保全・再生し、人類共通の資産として将来に引き継いでいくとともに、これらの資

産を生かした国際的な観光地域としての整備を図る。 

また､自然環境の保全を旨として維持すべき地域、野生生物の絶滅のおそれのある地域については､適

切に保全する。  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 土地利用の総合的マネジメントの推進  

府民ぐるみで京都の森を守り育むモデルフォレスト運動など、都市住民等の多様な主体による森林づ

くりや農地の保全管理等直接的な土地管理への参画と協働を推進する。 

また、それぞれの地域の実情に応じた能動的な土地利用を行うために、地方分権を推進するなど土地

利用の総合的なマネジメントの推進により持続可能な土地管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、森林、原野等、農地、宅地等の相互の土地利用の転換については、人口減少下においても一定

量が見込まれるが、土地利用の可逆性が低いことに加え、生態系や健全な水循環、景観等にも影響を与

えることから、慎重な配慮の下で計画的に行うことが重要である。 

さらに、土地の所有者が、所有地の良好な管理と有効利用に努めることを基本とし、所有者が管理・

利用できない場合や所有者の所在の把握が難しい場合には、所有者以外の者の管理・利用を促進するな

ど、「所有から利用へ」の観点に立った方策として公的所有や公的管理についても検討していくことが

必要である。 

 

エ 京都流 地域創生のための土地利用 

京都が持つ資源や資産にさらに磨きをかけるとともに、子育て、教育、雇用等の支援によって地域社

会の絆をつくるなど、大学のまち・京都の力を活かした新しい「人づくり文化の創生」、自然や歴史・

伝統など多様な地域資源を組み合わせた新しい「産業文化の創生」、豊かな自然の中で都市と田園の魅

力を享受する新しい「京都ぐらし文化の創生」、市町村連携により圏域全体で経済・生活機能の向上を

図る新しい「地域づくり文化の創生」等に、府民・産・学・公・金融機関・労働団体・ＮＰＯなどオー

ル京都で取り組み、未来を見据えた京都ならではの「文化創生」をめざす。 

そのため、府内市町村と連携し、各地域の特性に応じた地域づくりと産業振興との一体的な取組みや、

都市地域と農山漁村地域との交流等を進めることによって、東京一極集中の是正と府域の均衡ある発展

を図り、どこでも安心して暮らせる地域づくりを進める。 

また、「京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(平成 28年京都府条例第 26号)｣に

基づく空き家や農地の活用、子育て支援などの移住・定住対策により「定住人口」の増加を図る。 

併せて、府域の南北をつなぐ京都縦貫自動車道等の全線開通等に続き、北陸新幹線等の高速交通網の

整備を見据え、「東京オリンピック・パラリンピック」、「ワールドマスターズゲームズ 2021関西」等を

契機としたスポーツ振興の視点や、自然環境や歴史的文化遺産等の京都府の持つポテンシャルを最大限

に活かした府内各地への観光誘客等による「交流人口」の増加等に向けた土地利用を図る。 

 

オ 複合的な施策の推進と土地の選択的な利用 

国土の適切な管理は、国土保全、生物多様性の保全、健全な水循環の維持又は回復等を通じて、防災・

減災や自然との共生等を促進する効果に加え、これらを通じた持続可能な地域づくりにも効果を発揮す

る。今後は、自然と調和した防災・減災の促進など、複合的な効果をもたらす施策を積極的に進め、国

土に多面的な機能を発揮させることで、土地の利用価値を高め、人口減少下においても、国土の適切な

管理を行っていくことが必要である。 

また、適切な管理を続けることが困難な中山間地域の荒廃農地等の土地については、それぞれの地域

の状況に応じて、管理コストを低減させる工夫とともに、過去に損なわれた湿地等の自然環境の再生や

希少野生生物の生息地等としての活用など新たな用途を見いだすことで土地を荒廃させず、むしろ府民

にとってプラスに働くような最適な土地利用を選択するよう努める。 

 

カ 府民参画による土地利用 
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２ 地域別の土地利用の基本方向 

地域別の土地利用に当たっては、各地域の特性に応じた均衡ある発展をめざし地域の自然的、社会的、

経済的及び文化的特性を生かした土地利用を図るものとする。 

 地域の区分は、府域の自然的、社会的、経済的諸条件を勘案して、北部、中部及び南部の３地域とする。 

北部地域 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹

後市、与謝郡 

中部地域 亀岡市、南丹市、船井郡 

南部地域 

 

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京

市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、

久世郡、綴喜郡、相楽郡 

 

 

 

 

 

 (1)  北部地域 

北部地域では、地域の特色を生かしたものづくり人材育成等の拠点整備、工業団地、広域幹線交通網、

港湾施設などの産業基盤や下水道、公園などの生活基盤の体系的な整備、河川整備等の治水対策を推進す

るとともに、伝統ある地方都市については各都市の特性を踏まえ、それぞれの機能を明確にしつつ、北部

地域をリードしていく一体的な中核都市群として整備を促進し、都市機能の連携、強化、市街地の再生を

図る。 

また、農地の利用集積やほ場整備など農業基盤の整備を進め、農用地の有効利用を促進し、地域の風土

にあった農産物の生産や加工の拠点として振興を図るとともに、林道等の林業生産基盤の整備、林業経営

による森林の保全と活用を支援する。更に、地域産材の利用拡大やバイオマス資源の有効利用を進める。 

更に、固有の歴史と景観を持つ棚田や森林については、都市部の住民やＮＰＯなどとも協働しながら維

持・保全を図る。 

沿岸域については、侵食等から国土の保全を図るとともに海域の汚濁を防止し、沿岸漁場の整備・開発、

地域住民や市町村など、府民参画による地域の様々な主体が自らの地域の土地利用や地域資源の管理

のあり方等について検討するなど、地域主体の取組みを促進することが重要である。 

このような地域による取組みを基本としつつ、土地の多面的な価値に応じた公による管理と合わせ、

水資源や農林水産資源など良好な土地の恵みを享受する都市住民や民間企業等の多様な主体の参画を

進める。 

急激な人口減少下においては、将来的には無居住化する地域が拡大することも想定されることから、

モデルフォレスト運動、モデルファーム運動をはじめとする森林づくり活動、河川・湖沼環境の保全活

動、農地の保全管理活動など、府民一人ひとりが土地利用に関心を持ち、その管理の一端を担う府民参

画による地域が主体となった取組みを進めていくことが、一層重要となる。 

 

２ 地域別の土地利用の基本方向 

地域別の土地利用に当たっては、“もうひとつの京都”「海の京都」「森の京都」「お茶の京都」構想等に

基づくとともに、隣接地域との関係性も考慮しながら、各地域の特性に応じた均衡ある発展をめざし地域

の自然的、社会的、経済的及び文化的特性を活かした土地利用を図るものとする。 

 

丹後地域 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 

中丹地域 福知山市、舞鶴市、綾部市 

南丹(京都丹波)地域 亀岡市、南丹市、京丹波町 

京都市域 京都市 

山城地域 乙訓地域 向日市、長岡京市、大山崎町 

山城中部地域 
宇治市、八幡市、久御山町 

城陽市、井手町、宇治田原町 

相楽東部地域 笠置町、和束町、南山城村 

学研都市地域 京田辺市、木津川市、精華町 

 

(1)  丹後地域 

丹後地域では、京都縦貫自動車道等の交流基盤を活かし、｢海の京都｣構想に基づく「交流人口」の増加

による地域活性化や、「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」が平成 29年 4月に日本遺産に認定

されたことなどを契機とした織物業や機械金属業をはじめとする地域基幹産業の振興を図る。 

また、地域間交流がますます活発になることが見込まれる中、交通基盤のさらなる利便性の向上を核に、

各市町が役割を分担・補完しあいながら、広域的な生活・産業基盤を形成し、農山漁村地域としての魅力

と産業等が集積する都市機能を兼ね備えた魅力的な生活圏の構築を進める。 

さらに、本地域の東側は丹後天橋立大江山国定公園、西側は山陰海岸国立公園に指定され、また、京丹

後市域はユネスコ世界ジオパークである山陰海岸ジオパークのエリアにも含まれるなど、自然景観に恵ま

れた地域であり、引き続き自然環境の保全・再生・活用を進める。 

 

(2)  中丹地域 
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漁港の整備などを進め、それらの調和のとれた有効利用を促進する。 

また、国立公園や国定公園に指定されている風光明媚な丹後半島、特別名勝天橋立、大江山などの豊か

な自然や歴史的遺産の適正な保全を図りつつ、観光・レクリエーションゾーンとして魅力ある資源を活用

した地域づくりを進め、都市農村交流の促進を図る。 

 

(2)  中部地域 

中部地域では、広域幹線道路や公共交通機関へのアクセスを中心とした交通ネットワークの整備を進める

とともに、自然的土地利用と都市的土地利用について十分調整し、生活基盤等の整備と確保を図り、多様な

都市機能を有し、田園と調和した緑豊かな市街地を計画的に整備、再生を図る。 

また、広域基幹林道や基幹的農道等の基盤整備を図るとともに、林業経営による森林の保全と活用を支援

する。 

更に、地域産材の利用拡大やバイオマス資源の有効利用を進める。 

また、小豆、黒大豆など地域特産物の生産拡大や担い手の育成に努め、優良農用地の保全を図る。    

更に、河川整備等の治水対策を推進するとともに、森林、渓流などの豊かな自然、素朴な農山村の風情や

史跡・名勝をはじめとする恵まれた環境の適正な保全と無秩序な開発の防止を図る。 

 

(3) 南部地域 

南部地域では、歴史、文化、学術、商工業、豊かな自然環境などを活かした中枢的な都市域として、交

通ネットワーク、生活環境関連施設等の公用・公共用施設などの整備を進め、都市機能の充実・強化、市

街地の再生を図るとともに、河川整備等の治水対策を推進し、秩序と調和のある土地利用に努める。都市

と共存する都市近郊農林業地域については、宇治茶など地域特産物の生産拡大や竹林の整備など優良農用

地の確保を進める。 

更に、宇治川、桂川、木津川の沿川をはじめ優れた自然環境や史跡・名勝に恵まれた地域においては、

それらの適正な保全を図りつつ都市や農山村と調和した観光・レクリエーション地域として整備を進め

る。 

京都・乙訓地区においては、新しい時代に対応した文化学術機能や商工業の基盤を整備するとともに、

道路、公園、河川等の都市施設を整備し、より安全で快適な生活環境を創出するとともに、伝統的な町家

やまちなみなどの優れた景観、歴史的環境の保全に努める。 

南山城地区については、木津川左岸区域において、自然環境の適正な保全を図りつつ、地域整備と一体

的に、サードステージを迎えた関西文化学術研究都市の整備を推進し、文化・学術・研究施設の集積、景

観や環境に配慮した良好な住宅地の配置を図る。 

また、木津川右岸区域において、高速道路網の整備や公共交通機関の整備、豊かな自然的・歴史的環境

を活かした産業・居住・観光・スポーツ・レクリエーション地域としての整備、利用を進める。 

 

 

 

 

中丹地域では、京都舞鶴港や高速道路網を活かして物流関連企業の誘致を推進し、物流拠点の整備を進

めるとともに、「海の京都」「森の京都」構想に基づく地域振興を図るほか、中心市街地の再整備など、良

好な市街地の整備推進を図る。 

また、交通基盤の利便性の向上を核に、管内 3市を含む府北部地域の各市町が互いに役割を分担・補完

し、一定規模の圏域を形成して、都市地域にない田園の魅力と都市機能の両方を享受できる新たな生活圏

の構築を進める。 

さらに、本地域は若狭湾の美しい白砂と透き通った海や丹後天橋立大江山国定公園の大江山連峰で見ら

れる雲海、地域を貫流する由良川の豊かな流れ、緑豊かな里山の風景や美しい星空、東側には京都丹波高

原国定公園など、自然に恵まれた地域であり、引き続き自然環境の保全・再生・活用を進める。 

 

(3)  南丹(京都丹波)地域 

南丹(京都丹波)地域では、「森の京都」構想に基づき、森の恵みを活かした食や伝統文化、産業など森

に包まれた暮らし方である「森の京都スタイル」の発信等により、定住・半定住を促進するとともに、当

地域が持つ産業集積、地域資源、立地条件等の多様な強みを活かし、ものづくり産業の振興、京都丹波立

地企業の経営環境の充実を図る。 

また、消費地に近い優位性に加え、農林畜産業や食、健康に関する高等教育機関や食品関連産業が数多

く立地する強みを活かした農商工連携を進めるとともに、森・里・川の豊かな自然と道路交通網の拡充を

活かした農業・農山村交流体験のビジネス化等の展開を図る。 

さらに、本地域では急峻な山間地域、いわゆる「京都の屋根」が形成されている北東側から高原が広が

る北西側にかけて、京都丹波高原国定公園に指定されている。南側は、桂川流域に沿って平坦地が開けて

おり、亀岡盆地をはじめとする広大な耕作地が広がっている。引き続き自然環境の保全・再生・活用を進

める。 

 

(4)  京都市域 

京都市域では、京都の歴史性や景観など、これまで引き継がれた地域ごとの特性を活かして、秩序ある

土地利用や都市機能の配置を図る。とりわけ、都心部においては、既存の商業・業務機能をさらに高め、

魅力的な商業機能の集積を促進する。 

また、市街地景観の背景となる緑豊かな山々の自然景観や歴史的遺産と結びついた風致を維持・保全し、

農林業等を介した緑の保全、地域産木材等の有効活用や地産地消の推進を図る。 

さらに、本地域には三山等の豊かな自然をはじめ、神社仏閣の建築物や庭園等の借景となる優れた景観

があり、大都市でありながら市域の 4分の 3を豊かな森林が占めている。とりわけ、左京区・右京区の一

部地域は、希少な湿地植生等の自然環境と、長い歴史に培われた文化的景観を有する京都丹波高原国定公

園に指定されており、引き続き、自然環境の保全・再生・活用を進める。 

 

(5)  山城地域 

山城地域においては、｢お茶の京都」構想に基づき当地域が持つ産業集積、地域資源、立地条件等を

活かした地域振興を図る。 
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第２ 土地利用の調整等 

 

土地利用は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の設定の趣旨並びに次に掲げ

る土地利用の原則及び地域設定の重複する地域における土地利用の調整指導方針に即して適正に行われなけ

ればならない。 

なお、５地域のいずれも設定されていない地域においては、当該地域の土地利用の現況に留意しつつ周辺地

域との関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとする。 

 

１ 土地利用の原則 

(1)  都市地域 

都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域である。 

都市地域の土地利用については、良好な都市環境の確保、形成及び機能的な都市基盤の整備等に配慮

しつつ、既成市街地の整備を推進するとともに、市街化区域（都市計画法第７条第１項による市街化区

域をいう。）又は用途地域（都市計画法第８条第１項第１号による用途地域をいう。）において今後新

たに必要とされる宅地を計画的に確保、整備することを基本とする。 

 

ア 市街化区域及び市街化調整区域（都市計画法第７条第１項の市街化区域及び市街化調整区域をい

う。）が定められている地域のうち、市街化区域においては、既に市街地を形成している区域及びお

おむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であることを考慮して、市街地の開発、

交通体系の整備、都市排水施設の整備等を計画的に推進するものとする。また、市街化調整区域にお

乙訓地域（向日市・長岡京市・大山崎町）は、府域の東西南北を結ぶ新たな交通の要衝地であり、京

都の西のゲートウェイとして、竹をはじめとする豊かな地域資源を活用し、交流や産業の集積に資する

計画的な土地利用を進める。 

山城中部地域の宇治市・八幡市・久御山町では、京都第二外環状道路(にそと)、新名神高速道路等の

整備により全国でも有数の交通至便な地域となることから、産業の集積に資する計画的な土地利用を進

めるとともに、戦略的な産業・文化振興及び交流拡大を図る。 

山城中部地域の城陽市・井手町・宇治田原町では、新名神高速道路等の交通基盤整備による商業・工業

機能や物流機能を利用したまちづくりを進めるとともに、大消費地を控えた地域ならではの条件を活かし

た都市近郊型農業を展開していく。 

相楽東部地域（笠置町・和束町・南山城村）では、交通基盤の整備により「人・もの」の流れをより効

果的に呼び込む中で、お茶の魅力を伝える主要拠点をめぐるサイクリングコースの設定等により周遊性の

強化を行うとともに、豊富な歴史的文化遺産や茶畑に代表される美しい景観等の地域資源を活かしたまち

づくりを進めるとともに、社寺林等の歴史的自然環境や、継続的な管理により維持されてきた里山等の二

次的な自然環境など、多様な形態の自然環境の保全・再生・活用を進める。 

学研都市地域（京田辺市・木津川市・精華町）では、学術研究機関等の集積を活かした産学公の連携を

進めるとともに、住宅開発や交通網整備等により企業立地等を推進していく。 

 

第２ 土地利用の調整等 

 

土地利用は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の設定の趣旨並びに次に掲げ

る土地利用の原則及び地域設定の重複する地域における土地利用の調整指導方針に即して適正に行われなけ

ればならない。 

なお、５地域のいずれも設定されていない地域においては、当該地域の土地利用の現況に留意しつつ周辺地

域との関連等を考慮して適正な土地利用を図るものとする。 

 

１ 土地利用の原則 

(1)  都市地域 

都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域である。 

都市地域の土地利用については、良好な都市環境の確保、形成及び機能的な都市基盤の整備等に配慮

しつつ、既成市街地の整備を推進するとともに、市街化区域（都市計画法第７条第１項による市街化区

域をいう。以下同じ。）又は用途地域（都市計画法第８条第１項第１号による用途地域をいう。以下同

じ。）において今後新たに必要とされる宅地を計画的に確保し、整備することを基本とする。 

 

ア 市街化区域及び市街化調整区域（都市計画法第７条第１項の市街化区域及び市街化調整区域をい

う。以下同じ。）が定められている地域のうち、市街化区域においては、既に市街地を形成している

区域及びおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であることを考慮して、市

街地の開発、交通体系の整備、都市排水施設の整備等を計画的に推進するものとする。 

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 



京都府土地利用基本計画書(最終案)(平成 21年 8月改定版との対照表) 
    ※下線網掛は変更箇所 
 

12 

 

いては、市街化を抑制すべき区域であることを考慮して、自然地の保全、公共空地体系の整備等を推

進するとともに、特定の場合に限り都市的な利用を認めるものとする。 

 

イ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域における用途

地域内の土地利用については、市街化区域における土地利用に準じて行うものとし、用途地域以外の

地域においては、土地利用の現況に留意しつつ、都市的な利用を認めるものとする。 

なお、都市地域において樹林地、水辺地等良好な自然的環境を形成している土地で環境上不可欠な

ものについては、積極的に保護し、育成するものとする。 

 

(2)  農業地域 

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域である。 

農業地域の土地利用については、農用地が食料供給源として府民の最も基礎的な土地資源であるとと

もに、国土保全等農業の有する多面的機能を有し、良好な生活環境や自然環境の構成要素であることを

踏まえ、現況農用地は極力その保全と有効利用を図り、耕作放棄地の発生を抑制するとともに、土地の

有効利用、生産性の向上等の見地から農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１

号の農用地区域をいう。）において今後新たに必要とされる農用地を計画的に確保、整備することを基

本とする。 

 

ア 農用地区域の土地は、直接的に農業生産の基盤となる土地として確保されるべき土地である。 

したがって、農用地区域内の農地等については、他用途への利用は行わないものとする。 

イ 農用地区域を除く農業地域の、農業生産力の高い農地、農業に対する公共投資の対象農地又は集団

的に存在している農地は、農業以外の用途への利用を極力避けるものとする。 

なお、都市計画等農業以外の土地利用計画との調整を了した場合には、その調整された土地利用計

画を尊重するものとする。 

 

 (3)  森林地域 

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増

進を図る必要がある地域である。 

森林地域の土地利用については、森林が木材生産等の経済的機能を持つとともに、国土保全、水源の

かん養、保健休養、自然環境の保全等の公益的機能を通じて府民生活に大きく寄与していることを踏ま

え、必要な森林の確保を図るとともに、森林の有する諸機能が、最高度に発揮されるようその整備を図

るものとする。 

ア 保安林（森林法第 25条第１項並びに第 25条の２第１項及び第２項により指定された保安林をい

う。）は、その設定の趣旨に即して、原則として他用途への利用は行わないものとする。 

イ 地域森林計画対象民有林（森林法第５条第１項の森林計画区域に係る民有林をいう。ただし、保安

林を除く。）においては、次に掲げる森林の土地については極力他用途への利用は避けるものとする。 

① 地域森林計画において樹根及び表土の保全その他林地の保全に留意すべき森林として定められ

また、市街化調整区域においては、市街化を抑制すべき区域であることを考慮して、自然地の保全、

公共空地体系の整備等を推進するとともに、特定の場合に限り都市的な利用を認めるものとする。 

 

イ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域における用途

地域内の土地利用については、市街化区域における土地利用に準じて行うものとし、用途地域以外の

地域においては、土地利用の現況に留意しつつ、都市的な利用を認めるものとする。 

なお、都市地域において樹林地、水辺地等良好な自然的環境を形成している土地で環境上不可欠な

ものについては、積極的に保護し、育成するものとする。 

 

(2)  農業地域 

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域である。 

農業地域の土地利用については、農用地が食料供給源として府民の最も基礎的な土地資源であるとと

もに、国土保全、雨水貯留浸透機能等の多面的機能を有し、良好な生活環境や自然環境の構成要素であ

ることを踏まえ、現況農用地は極力その保全と有効利用を図り、荒廃農地の発生を抑制するとともに、

土地の有効利用、生産性の向上等の見地から農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２

項第１号の農用地区域をいう。以下同じ。）において今後必要とされる農用地を計画的に確保し、整備

することを基本とする。 

 

ア 農用地区域の土地は、直接的に農業生産の基盤となる土地として確保されるべき土地である。 

したがって、農用地区域内の農地等については、他用途への利用は原則行わないものとする。 

イ 農用地区域を除く農業地域で、農業生産力の高い農地、農業に対する公共投資の対象農地又は集団

的に存在している農地は、農業以外の用途への利用を極力避けるものとする。 

なお、都市計画等農業以外の土地利用計画との調整を終えた場合には、その調整された土地利用計

画を尊重するものとする。 

 

 (3)  森林地域 

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増

進を図る必要がある地域である。 

森林地域の土地利用については、森林が木材生産等の経済的機能を持つとともに、国土保全、水源の

涵(かん)養、保健休養、自然環境の保全等の公益的機能を通じて府民生活に大きく寄与していることを

踏まえ、必要な森林の確保を図るとともに、森林の有する諸機能が、最高度に発揮されるようその整備

を図るものとする。 

ア 保安林（森林法第 25条第１項並びに第 25条の２第１項及び第２項により指定された保安林をいう。

以下同じ。）は、その設定の趣旨に即して、原則として他用途への利用は行わないものとする。 

イ 地域森林計画対象民有林（森林法第５条第１項の森林計画区域に係る民有林をいう。ただし、保安

林を除く。）においては、次に掲げる森林の土地については極力他用途への利用は避けるものとする。 

① 地域森林計画において樹根及び表土の保全その他林地の保全に留意すべき森林として定められ
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た森林 

② 飲用水・かんがい用水等の水源として依存度の高い森林 

③ 地域森林計画において自然環境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採方法を特定する必要

があるものとして定められた森林 

④ 地域森林計画において更新を確保するため伐採方法又は林産物の搬出方法を特定する必要があ

るものとして定められた森林 

⑤ 優良人工造林及びこれに準ずる天然林 

ウ 国有林（森林法第２条第３項の国有林をいう。但し、保安林を除く。）については、適正かつ合理

的な利用を図るものとする。 

 

(4)  自然公園地域 

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域である。 

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、その利用を通じて府民

の保健、休養及び教化に資するものであることを踏まえ、優れた自然の保護とその適正な利用を図るも

のとし、大規模な開発行為その他自然公園としての風景の保護に支障を及ぼすおそれのある土地の形状

変更等の行為は極力避けるものとする。 

ア 特別保護地区（自然公園法第 21条第１項の特別保護地区をいう。）については、その設定の趣旨

に即して、景観の厳正な維持を図るものとする。 

イ 特別地域（自然公園法第 20条第１項及び第 73条第１項の特別地域をいう。）については、その設

定の趣旨に即して、その風致の維持を図るものとする。 

 

 (5)  自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域

である。 

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康的で文化的な生活に欠くことのできない

ものであることを踏まえ、広く府民がその恵沢を享受するとともに、将来の府民に自然環境を継承する

ことができるよう、積極的に保全を図るものとする。 

ア 特別地区（自然環境保全法第 46条第１項による特別地区をいう。）においては、その指定の趣旨を

踏まえ、特定の自然環境の状況に対応した適正な保全を図るものとする。 

イ その他の自然保全地域については、原則として土地の利用目的を変更しないものとする。 

 

２ 地域設定の重複する地域における土地利用の調整指導方針  

 

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうちの２地域が重複している地域に

おいては次に掲げる調整指導方針に即し、また、３以上の地域が重複する地域においては、次に掲げる調

整指導方針におけるそれぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して第１に掲げる土地利用の

基本方向に沿った適正かつ合理的な土地利用を図るものとする。 

た森林 

② 飲用水・かんがい用水等の水源として依存度の高い森林 

③ 地域森林計画において自然環境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採方法を特定する必要

があるものとして定められた森林 

④ 地域森林計画において更新を確保するため伐採方法又は林産物の搬出方法を特定する必要があ

るものとして定められた森林 

⑤ 優良人工造林及びこれに準ずる天然林 

ウ 国有林（森林法第２条第３項の国有林をいう。ただし、保安林を除く。）については、適正かつ合

理的な利用を図るものとする。 

 

(4)  自然公園地域 

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域である。 

自然公園地域の土地利用については、自然公園が優れた自然の風景地であり、その利用を通じて府民

の保健、休養及び教化に資するものであることを踏まえ、優れた自然の保護とその適正な利用を図るも

のとし、大規模な開発行為その他自然公園としての風景の保護に支障を及ぼすおそれのある土地の形状

変更等の行為は極力避けるものとする。 

ア 特別保護地区（自然公園法第 21条第１項の特別保護地区をいう。）については、その設定の趣旨

に即して、景観の厳正な維持を図るものとする。 

イ 特別地域（自然公園法第 20条第１項及び第 73条第１項の特別地域をいう。以下同じ。）について

は、その設定の趣旨に即して、その風致の維持を図るものとする。 

 

 (5)  自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域

である。 

自然保全地域の土地利用については、自然環境が人間の健康的で文化的な生活に欠くことのできない

ものであることを踏まえ、広く府民がその恵沢を享受するとともに、将来の府民に自然環境を継承する

ことができるよう、積極的に保全を図るものとする。 

ア 特別地区（自然環境保全法第 46条第１項による特別地区をいう。以下同じ。）においては、その指

定の趣旨を踏まえ、特定の自然環境の状況に対応した適正な保全を図るものとする。 

イ その他の自然保全地域については、原則として土地の利用目的を変更しないものとする。 

 

２ 地域設定の重複する地域における土地利用の調整指導方針  

 

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうちの２地域が重複している地域に

おいては、次に掲げる調整指導方針に即し、また、３以上の地域が重複する地域においては、次に掲げる

調整指導方針におけるそれぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して第１に掲げる土地利用

の基本方向に沿った適正かつ合理的な土地利用を図るものとする。 
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 (1)  都市地域と農業地域とが重複する地域 

ア 市街化区域又は用途地域（市街化区域内の用途地域を除く。以下同じ。）以外の都市地域と農用地

区域とが重複する場合 

農用地としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが重複する場合 

土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的な利用を認めるものと

する。 

 

  (2)  都市地域と森林地域とが重複する地域 

ア 都市地域と保安林の区域とが重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域又は用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努めるものとする。 

ウ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

土地利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認めるも

のとする。 

 

  (3)  都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 市街化区域又は用途地域と自然公園地域とが重複する場合 

自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら、都市的利用を図るものとす

る。 

イ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

ウ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

   (4)  都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア  市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地区とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

イ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

  (5)  農業地域と森林地域とが重複する地域 

ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

 

(1)  都市地域と農業地域とが重複する地域 

ア 市街化区域又は用途地域（市街化区域内の用途地域を除く。以下同じ。）以外の都市地域と農用地

区域とが重複する場合 

農用地としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業地域とが重複する場合 

土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら、都市的な利用を認めるものと

する。 

 

  (2)  都市地域と森林地域とが重複する地域 

ア 都市地域と保安林の区域とが重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域又は用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努めるものとする。 

ウ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

  土地利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認めるも

のとする。 

 

  (3)  都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 市街化区域又は用途地域と自然公園地域とが重複する場合 

自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら、都市的利用を図るものとす

る。 

イ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

ウ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

   (4)  都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア  市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地区とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

イ 市街化区域又は用途地域以外の都市地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

  (5)  農業地域と森林地域とが重複する地域 

ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合 

保安林としての利用を優先するものとする。 

イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 
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原則として農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りながら、

森林としての利用を認めるものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図 りながら、農業上の

利用を認めるものとする。 

 

   (6)  農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 農業地域と特別地域とが、重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

イ 農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

(7)  農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア 農業地域と特別地区とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

イ 農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

(8)  森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

      両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

   (9)  森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

      両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

原則として農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りながら、

森林としての利用を認めるものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合 

森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図りながら、農業上の

利用を認めるものとする。 

 

   (6)  農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 農業地域と特別地域とが、重複する場合 

自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

イ 農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

   (7)  農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア 農業地域と特別地区とが重複する場合 

自然環境としての保全を優先するものとする。 

イ 農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合 

両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

   (8)  森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

      両地域が両立するよう調整を図るものとする。 

 

   (9)  森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

      両地域が両立するよう調整を図るものとする。 
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